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市
は
、
勤
労
感
謝
の
日
の
あ
る
　１１

月
に
、
技
能
功
労
賞
の
表
彰
を
し
た

ほ
か
、
勤
労
者
美
術
展
な
ど
を
行
い

ま
す
。

　
問
合
せ
は
勤
労
福
祉
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
５
２
８
６
）
へ
。

　　
「
技
能
功
労
賞
」
に
　
職
種
　
人

１３

１８

を
選
び
ま
し
た
。
こ
の
賞
は
、
同
一

職
種
の
経
験
が
　
年
以
上
あ
り
、
現

２５

在
も
そ
の
職
で
働
き
、
優
れ
た
技
能

を
も
つ
　
歳
以
上
の
市
内
在
住
ま
た

５５

は
在
勤
者
を
表
彰
す
る
も
の
で
す
。

　
【
受
賞
者
の
皆
さ
ん
】
建
築
大
工

…
石
原
敏
行
（
産
所
町
）
、
川
田
善

美
（
生
瀬
高
台
）
、
田
積
信
義
（
津

門
川
町
）
、
古
川
原
勝
彦
（
甲
子
園

浜
田
町
）
▽
建
築
板
金
…
堤
忠
昭

（
上
大
市
５
丁
目
）
▽
電
気
工
事
…

門
園
一
時
（
高
須
町
１
丁
目
）
▽
塗

装
…
田
中
盛
行
（
上
大
市
４
丁
目
）

▽
タ
イ
ル
…
藤
里
一
志
（
門
戸
岡
田

町
）
▽
表
具
…
松
本
年
史
（
高
須
町

１
丁
目
）
▽
畳
…
岡
田
貴
裕
（
津
門

大
塚
町
）
▽
和
裁
…
石
本
す
な
を

（
上
大
市
５
丁
目
）
▽
製
菓
（
和
）

…
高
尾
泰
三
（
甲
子
園
二
番
町
）
▽

鍼
灸
…
中
南
正
（
山
口
町
下
山
口
４

丁
目
）、藤
岡
東
洋
雄
（
与
古
道
町
）

▽
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
…
藤
原
定
雄
（
鳴

尾
町
４
丁
目
）
▽
美
容
…
鈴
木
準
一

郎
（
学
文
殿
町
１
丁
目
）
▽
理
容
…

赤
石
泰
秀
（
鳴
尾
町
１
丁
目
）
、
中

村
吉
郎
（
柳
本
町
）
　
（
敬
称
略
）

　
　
月
　
日
か
ら
　
日
の
午
前
　
時

１１

１０

１４

１０

か
ら
午
後
５
時
（
　
日
は
正
午
）
ま

１４

で
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
「
勤
労
者
美

術
展
」
を
開
催
し
ま
す
。
市
内
在
住

や
在
勤
の
勤
労
者
が
制
作
し
た
洋

画
、
日
本
画
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

　
市
は
、
申
請
に
よ
り
１
回
に
限

り
、
私
道
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
道
路
補

修
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
６
３
２
）
へ
問
合
せ
を
。

　
【
舗
装
の
主
な
条
件
】
道
幅
が
側

溝
を
含
め
て
１
・
８
丿
以
上
あ
り
、

不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
し
て
い
る

こ
と
▽
公
道
か
ら
沿
道
に
家
屋
が
お

お
む
ね
続
き
、
通
行
や
整
備
に
支
障

に
な
る
占
用
物
が
な
い
こ
と
▽
道
沿

い
の
家
屋
か
ら
適
正
に
排
水
が
行
わ

れ
て
お
り
、
当
分
路
面
を
掘
り
返
さ

な
い
こ
と
▽
所
有
者
や
管
理
者
の
承

諾
が
あ
り
、
道
沿
い
の
住
民
の
要
望

が
あ
る
こ
と
▽
両
端
が
公
道
に
接
し

て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
一
端
が
公
道

に
接
続
し
て
い
る
行
き
止
ま
り
道

で
、
こ
の
道
を
利
用
す
る
家
屋
が
　１０

戸
以
上
あ
る
こ
と
な
ど
　

　
※
申
請
が
多
数
の
場
合
、
工
事
は

翌
年
度
以
降
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す

　
相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た

生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
に

係
る
年
金
の
所
得
税
の
取
り
扱
い
が

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部

分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
課
税
対

象
と
な
ら
ず
、
平
成
　
年
分
か
ら
　

１７

２１

年
分
の
各
年
分
に
つ
い
て
、
納
め
す

ぎ
に
な
っ
て
い
る
所
得
税
に
つ
い
て

還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
受
け
取
っ
た
年
金
の
受
給

権
が
相
続
税
や
贈
与
税
の
課
税
対
象

に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
納
税
額

が
生
じ
な
か
っ
た
場
合
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、　
年
分
に
つ
い
て
は
、
早

１７

い
人
で
　
月
末
が
還
付
で
き
る
期
限

１２

に
な
り
ま
す
。
お
早
め
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
西
宮

税
務
署
（
０
７
９
８
・
３
４
・
３
９

３
０
）
へ
。
ま
た
、
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.go

.jp/

）
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　　
個
人
事
業
税
は
、
所
得
税
、
住
民

税
と
は
別
に
個
人
で
事
業
を
行
う
人

に
か
か
る
税
で
す
。

　
第
２
期
分
の
納
期
限
は
　
月
　
日

１１

３０

で
す
。
納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
西
宮
県
税
事
務
所
（
０

７
９
８
・
３
９
・
１
５
１
２
）
へ
。

　
市
は
、
「
西
宮
市
高
齢
者
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
改
定

す
る
た
め
に
、
策
定
委
員
会
の
公
募

委
員
を
募
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
健
康
福
祉
計
画
グ
ル
ー

プ
（
市
役
所
本
庁
舎
７
階
）
で
配
布

す
る
募
集
要
領
か
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
ア
ド
レ
ス
は
ペ
ー
ジ
下
参
照
）

の
「
く
ら
す
西
宮
」
の
中
の
「
福

祉
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】
平
成
　
年
２
月
１
日
現

２３

在
　
歳
以
上
の
市
内
在
住
者
（
本
市

２０
の
他
の
審
議
会
等
の
委
員
、
市
職

員
、
市
議
会
議
員
を
除
く
）

　
【
定
員
】
２
人

　
【
任
期
】
　
年
２
月
～
　
年
３
月

２３

２４

　
【
応
募
・
選
考
方
法
】
所
定
の
応

　
母
子
家
庭
を
支
給
対
象
と
し
て
い

る
児
童
扶
養
手
当
が
、
８
月
１
日
か

ら
父
子
家
庭
に
も
支
給
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
父
母
が
離
婚
し
た
り
、
母
が
死
亡

し
た
子
（
　
歳
到
達
後
の
最
初
の
３

１８

月
　
日
ま
で
、
ま
た
は
中
度
以
上
の

３１
障
害
が
あ
る
子
は
　
歳
未
満
）
な
ど

２０

を
、
父
が
監
護
し
生
計
を
と
も
に
す

る
場
合
、
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
受
給
す
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
所
得
制
限
や
公
的
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
な
ど
の
一
定

の
支
給
要
件
が
あ
る
た
め
、
早
め
に

相
談
の
う
え
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
　
　
月
　
日
ま
で
に
申
請
す
る
と
、

１１

３０

８
月
分
も
し
く
は
、
支
給
要
件
を
満

た
し
た
翌
月
分
か
ら
の
支
給
に
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
　
月
１
日
以
降
に
申
請
し

１２

た
場
合
は
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か

か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
支
給
額
な
ど
詳
し
く
は
子
ど
も
手

当
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・

３
１
９
０
）
へ
問
合
せ
を
。

　
【
支
給
月
】
　
月
、
翌
年
４
月
、

１２

８
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
を

支
給
（
年
３
回
）

　
市
は
、
来
年
４
月
採
用
予
定
の
調

理
員
を
募
集
し
ま
す
＝
下
表
参
照
。

　
申
込
は
申
込
書
な
ど
の
必
要
書
類

を
　
月
　
日
か
ら
　
日
（
土
・
日
曜

１１

１０

１８

を
除
く
）
ま
で
の
午
前
８
時
　
分
か

４５

ら
午
後
５
時
半
の
間
に
、
人
事
課

（
市
役
所
本
庁
舎
５
階
☎
０
７
９

８
・
３
５
・
３
５
４
９
）へ
提
出
を
。

　
募
集
要
項
・
申
込
書
は
、
　
月
　

１１

１０

日
か
ら
人
事
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は

ペ
ー
ジ
下
参
照
）
の
「
市
政
情
報
」

の
中
の
「
人
事
情
報
」
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
１
次
試
験
は
　
月
　
日
に
実
施
し

１１

２８

ま
す
。

合
、
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
県
や
市
は
特
定
の
業
者
を

派
遣
・
紹
介
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

　
問
合
せ
は
市
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
７
０
５
）
 

へ
。
　
☆
わ
が
家
の
耐
震
改
修
促
進
事
業

（
県
の
補
助
制
度
）
 　
市
の
実
施

す
る
簡
易
耐
震
診
断
な
ど
を
受
け
た

結
果
、
倒
壊
ま
た
は
破
壊
の
危
険
が

あ
る
と
診
断
さ
れ
た
場
合
に
耐
震
改

修
計
画
策
定
費
と
耐
震
改
修
工
事
費

の
一
部
を
補
助
 

　
◆
わ
が
家
の
耐
震
改
修
促
進
事
業

（
市
の
補
助
制
度
）
　
一
般
型
と
小

規
模
型
が
あ
り
。
一
般
型
は
、
県
の

補
助
制
度
と
一
体
的
に
利
用
す
る
こ

な
ど
の
条
件
あ
り
。
小
規
模
型
は
、

県
の
補
助
制
度
の
対
象
に
な
ら
な
い

住
宅
の
改
修
費
用
な
ど
を
補
助
。
敷

地
条
件
等
に
よ
り
、
補
助
上
限
額
が

引
き
上
が
る
場
合
あ
り

　
県
と
市
は
、
わ
が
家
の
耐
震
改
修

促
進
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
＝
下
表

参
照
。

　
こ
の
制
度
は
、
市
な
ど
で
実
施
す

る
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
改
修
が

必
要
と
診
断
さ
れ
た
住
宅
の
改
修
費

用
に
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で

す
。
た
だ
し
、
県
ま
た
は
市
が
補
助

金
交
付
の
決
定
を
通
知
す
る
前
に
、

工
事
等
の
契
約
を
行
っ
て
い
る
場

募
用
紙
と
「
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
福

祉
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
書
い
た

作
文
（
８
０
０
字
程
度
）
を
、
　
月
１２

　
日
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送
か
Ｅ
メ

１０ー
ル
で
健
康
福
祉
計
画
グ
ル
ー
プ

（
〒
６
６
２
―
８
５
６
７
六
湛
寺
町

　
―
３
☎
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
８

１０９
死vo_kenko@

nishi.or.jp

）

へ
。
書
類（
作
文
）審
査
と
面
接
に
よ

り
決
定
　
※
応
募
用
紙
は
同
グ
ル
ー

プ
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

定員基本給月額（※）対象

２人
22万1648円

～
34万3392円

昭和30年4月2日以降に出生
した人で次のすべての条件を
満たす人 ▽調理師免許取得者

▽学校給食法による義務教育
諸学校において、学校給食調
理の実務経験が7年以上（平成
23年3月31日現在）ある人

◆市の補助制度
☆県の補助制度

小規模型一般型

耐震改修工事
にかかる費用

耐震改修計画の
策定にかかる費用

耐震改修工事
にかかる費用

耐震改修工事
にかかる費用

耐震改修計画の
策定にかかる費用補助内容

市内に対象住宅を所有する人県内に対象住宅を所有する人対象者

昭和５６年5月31日以前に着工
された木造戸建住宅で、耐震診
断の結果、評点０．７未満である
など

昭和56年５月31日以前に着工された住宅で、耐
震診断の結果、木造住宅の場合は評点１．０未満、
非木造住宅の場合は構造耐震指標（ＩＳ値）が
０．６未満であるなど

対象住宅

対象費用の1/4
（上限30万円）

対象費用の1/2
（上限20万円）

対象費用の1/4
（上限30万円）

対象費用の1/4
（上限60万円）
　　　　（※）

対象費用の2/3
（上限20万円）

補助額
戸建住宅
の場合

県の補助制度の対象にならない
場合に利用。改修後の評点が
０．７以上１．０未満になる耐震改
修であることなどの条件あり

県の補助制度と
一体的に利用
（申請時に県の補
助金の交付決定
の写しが必要）

所得が1200万
円以下などの条
件あり　

改修後の評点が
１．０以上になる
耐震改修計画で
あることなどの
条件あり

備考

わが家の耐震改修促進事業

サン・アビリティーズにしのみや
トレーニング室、周回走路…午前10
時～午後９時

体育室…午前10時～午後２時(クォー
ターテニスのみ利用可）、午後２時半
～９時（バドミントンのみ利用可）

ぷらっとアイ（勤労青少年ホーム）
体育室…午前10時～午後５時（卓球
のみ利用可）

　
　
月
　
日
に
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ

１１

２３

ー
ズ
に
し
の
み
や
と
、
ぷ
ら
っ
と
ア

イ
（
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
）
の
一
部

を
無
料
開
放
し
ま
す
＝
左
表
参
照
。

用
具
の
無
料
貸
出
あ
り
。

勤
労
者
美
術
展

施
設
の
無
料
開
放

私道のアスファルト舗装

技
能
功
労
賞

　
職
種
　
人

１３

１８

西
宮
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

条件満たせば
市負担で工事

税務署からの
　　お知らせ
相続・贈与等に係る生命（損害）保険契約
等に基づく年金の税務上の取リ扱いを変更

個
人
事
業
税
 第
２
期
分

無料になる施設と時間

烏羽 隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠 烏
羽

隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠
隠

※経歴その他により異なる場合あり。別途諸手当あり

策
定
委
員
会
委
員
を
公
募

※最大20万円の補助金額の加算あり


